
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

土木部 道路維持課

工事原因者に対する工事施行命令

道路法

第２２条第１項

（電話 ６２１－５３３７ ）

○ 道路法
（工事原因者に対する工事施行命令等）
第２２条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事（以下「他の工
事」という。）により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷
し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構
造の現状を変更する必要を生じさせた行為（以下「他の行為」という。
）により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の
執行者又は行為者に施行させることができる。
２ 前項の場合において、他の工事が河川法（昭和３９年法律第１６７
号）が適用され、又は準用される河川の河川工事（以下「河川工事」
という。）であるときは、当該道路に関する工事については、同法第
１９条の規定は、適用しない。
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